
 

 

瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成３０年３月２９日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２２号 

瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例  

瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成２６年瀬戸市条例第３９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

第２章 指定介護予防支援の事業の基本方

      針 

第２条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ 

第２章 指定介護予防支援の事業の基本方

      針 

第２条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当

たっては、市、地域包括支援センター（法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に

規定する老人介護支援センター、指定居宅介護

支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）、他

の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当

たっては、市、地域包括支援センター（法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に

規定する老人介護支援センター、指定居宅介護

支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）、他

の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住

民による自発的な活動によるサービスを含めた



 

 

るための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定

相談支援事業者、住民による自発的な活動によ

るサービスを含めた地域における様々な取組を

行う者等との連携に努めなければならない。 

地域における様々な取組を行う者等との連携に

努めなければならない。 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、介護予防サービス計画

が第２条に規定する基本方針及び利用者の希望

に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定介護予防サービス事業者（法第５３条第

１項に規定する指定介護予防サービス事業者を

いう。以下同じ。）等を紹介するよう求めるこ

とができること等につき説明を行い、理解を得

なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、利用者について、病院

又は診療所に入院する必要が生じた場合には、

当該利用者に係る担当職員の氏名及び連絡先を

当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければ

ならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又は

その家族から申出があった場合には、第１項の

規定による文書の交付に代えて、第７項に定め

るところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合

において、当該指定介護予防支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防

サービス計画が第２条に規定する基本方針及び

利用者の希望に基づき作成されるものであるこ

と等につき説明を行い、理解を得なければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又は

その家族から申出があった場合には、第１項の

規定による文書の交付に代えて、第６項に定め

るところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を使用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合

において、当該指定介護予防支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。 



 

 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

５ ＜省略＞ 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定に

より第１項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第４項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

⑵ ＜省略＞ 

８ ＜省略＞ 

（サービス提供困難時の対応） 

第７条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介

護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当

該指定介護予防支援事業所が通常時に指定介護

予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）

等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定

介護予防支援を提供することが困難であると認

めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹

介その他の必要な措置を講じなければならない 

（利用料等の受領） 

第１１条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援（法第５８条第４項の規定に基づき介

護予防サービス計画費（同条第１項に規定する

介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料（介護予防サービ

ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。）の額と、介護予防サービス

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定に

より第１項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第３項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

⑵ ＜省略＞ 

７ ＜省略＞ 

（サービス提供困難時の対応） 

第７条 指定介護予防支援事業者は、当該事業所

の通常の事業の実施地域（当該指定介護予防支

援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供す

る地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用

申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提

供することが困難であると認めた場合は、他の

指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な

措置を講じなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１１条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援（法第５８条第４項の規定に基づき介

護予防サービス計画費（同条第１項に規定する

介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料（介護予防サービ

ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。）と、介護予防サービス計画

。 



 

 

計画費の額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

（法定代理受領サービス等に係る報告） 

第１４条 ＜省略＞ 

（勤務体制の確保） 

第１９条 ＜省略＞ 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所

の担当職員によって指定介護予防支援を提供し

なければならない。ただし、担当職員の補助の

業務については、この限りでない。 

３ ＜省略＞ 

（会計の区分） 

第２８条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所ごとに経理を区分するとともに 

、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事

業の会計とを区分しなければならない。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 

⑴から⑻まで ＜省略＞ 

⑼ 担当職員は、サービス担当者会議（担当職

員が介護予防サービス計画の作成のために、

利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

介護予防サービス計画の原案に位置付けた指

定介護予防サービス等の担当者（以下この条

において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいう。以下同じ。）の開催により、

利用者の状況等に関する情報を担当者と共有

するとともに、当該介護予防サービス計画の

原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし 

、やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めるこ

費の額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１４条 ＜省略＞ 

（勤務体制の確保） 

第１９条 ＜省略＞ 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所

の担当職員によって指定介護予防支援の業務を

提供しなければならない。ただし、担当職員の

補助の業務については、この限りでない。 

３ ＜省略＞ 

（会計の区分） 

第２８条 指定介護予防支援事業者は、事業所ご

とに経理を区分するとともに、指定介護予防支

援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分

しなければならない。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 

⑴から⑻まで ＜省略＞ 

⑼ 担当職員は、サービス担当者会議（担当職

員が介護予防サービス計画の作成のために介

護予防サービス計画の原案に位置付けた指定

介護予防サービス等の担当者（以下この条に

おいて「担当者」という。）を招集して行う

会議をいう。以下同じ。）の開催により、利

用者の状況等に関する情報を担当者と共有す

るとともに、当該介護予防サービス計画の原

案の内容について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。ただし、

やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 



 

 

とができるものとする。 

⑽から⒁まで ＜省略＞ 

⒁の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けた

ときその他必要と認めるときは、利用者の服

薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は

生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師若しく

は歯科医師（以下この条において「主治の医

師等」という。）又は薬剤師に提供するもの

とする。 

⒂ 担当職員は、介護予防サービス計画に位置

付けた期間が終了するときは、当該介護予防

サービス計画の目標の達成状況について評価

しなければならない。 

⒃から⒅まで ＜省略＞ 

⒆ 担当職員は、適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

た場合においても、利用者がその居宅におい

て日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保険施設への入院若

しくは入所を希望する場合には、利用者の要

介護認定に係る申請について必要な支援を行

い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うものとする。 

⒇ 担当職員は、介護保険施設等から退院又は

退所をしようとする要支援者から依頼があっ

た場合には、居宅における生活へ円滑に移行

できるよう、あらかじめ、介護予防サービス

計画の作成等の援助を行うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護 

、介護予防通所リハビリテーション等の医療

サービスの利用を希望している場合その他必

要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師等の意見を求めなければならない。 

 

 

⑽から⒁まで ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒂ 担当職員は、介護予防サービス計画に位置

付けた期間が終了するときは、当該計画の目

標の達成状況について評価しなければならな

い。 

⒃から⒅まで ＜省略＞ 

⒆ 担当職員は、適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

た場合においても、利用者がその居宅におい

て日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保険施設への入院又

は入所を希望する場合には、利用者の要介護

認定に係る申請について必要な支援を行い、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を

行うものとする。 

⒇ 担当職員は、介護保険施設等から退院又は

退所しようとする要支援者から依頼があった

場合には、居宅における生活へ円滑に移行で

きるよう、あらかじめ、介護予防サービス計

画の作成等の援助を行うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護 

、介護予防通所リハビリテーション等の医療

サービスの利用を希望している場合その他必

要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師又は歯科医師(以下「主治の医師等」とい

う。)の意見を求めなければならない。 



 

 

(21)の2 前号の場合において、担当職員は、介

護予防サービス計画を作成した際には、当該

介護予防サービス計画を主治の医師等に交付

しなければならない。 

(22)及び(23) ＜省略＞ 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっ

ては、その利用の妥当性を検討し、当該介護

予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与が

必要な理由を記載するとともに、必要に応じ

て随時、サービス担当者会議を開催し、その

継続の必要性について検証をした上で、継続

が必要な場合にはその理由を介護予防サービ

ス計画に記載しなければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特

定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性を検討し、当該

介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用

具販売が必要な理由を記載しなければならな

い。 

(26)から(28)まで ＜省略＞ 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３２条 介護予防支援の実施に当たっては、介

護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲

げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といっ

た特定の機能の改善だけを目指すものではな

く、これらの機能の改善や環境の調整などを

通じて、利用者の日常生活の自立のための取

組を総合的に支援することによって生活の質

の向上を目指すこと。 

⑵から⑻まで ＜省略＞ 

第６章 基準該当介護予防支援の事業に

関する基準 

第３３条 第２章から前章まで（第２６条第６項

及び第７項を除く。）の規定は、基準該当介護

 

 

 

 

(22)及び (23) ＜省略＞ 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっ

ては、その利用の妥当性を検討し、当該計画

に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を記載

するとともに、必要に応じて随時、サービス

担当者会議を開催し、その継続の必要性につ

いて検証をした上で、継続が必要な場合には

その理由を介護予防サービス計画に記載しな

ければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特

定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性を検討し、当該

計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理

由を記載しなければならない。 

 

(26)から(28)まで ＜省略＞ 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３２条 介護予防支援の実施に当たっては、介

護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲

げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 単に運動機能や栄養状態、口腔
くう

機能といっ

た特定の機能の改善だけを目指すものではな

く、これらの機能の改善や環境の調整などを

通じて、利用者の日常生活の自立のための取

組を総合的に支援することによって生活の質

の向上を目指すこと。 

⑵から⑻まで ＜省略＞ 

第６章 基準該当介護予防支援の事業に

関する基準 

第３３条 第２章から前章までの規定（第２６条

第６項及び第７項を除く。）は、基準該当介護



 

 

予防支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第５条第１項中「第１８条」とあるの

は「第３３条において準用する第１８条」と、

第１１条中「指定介護予防支援（法第５８条第

４項の規定に基づき介護予防サービス計画費（ 

同条第１項に規定する介護予防サービス計画費

をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援

事業者に支払われる場合に係るものを除く。） 

」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「 

介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法

第５９条第３項に規定する特例介護予防サービ

ス計画費の額」と読み替えるものとする。 

予防支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第５条第１項中「第１８条」とあるの

は「第３３条において準用する第１８条」と、

第１１条中「指定介護予防支援（法第５８条第

４項の規定に基づき介護予防サービス計画費（ 

同条第１項に規定する介護予防サービス計画費

をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援

事業者に支払われる場合に係るものを除く。） 

」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「 

介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法

第５９条第３項に規定する特例介護予防サービ

ス計画費の額」と読み替えるものとする。 
  

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


